
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
《所得税・法人税》

１ 特例の対象者

～林業用機械等を取得する場合～

１．特例の対象者

青色申告書を提出する次の中小企業者、森林組合等が対象になります。

法人

資本金又は出資金が１億円以下の法人

（ただし、大規模法人の子会社は除かれます。）

資本又は出資を有しない法人のうち 常時使用する資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する
従業員の数が１,０００人以下の法人

個人 常時使用する従業員の数が１,０００人以下の個人

・ 森林組合、森林組合連合会、中小企業等協同組合

・中小企業者

２．特例の内容

減価償却資産については、通常、毎年、減価償却費分を損金経理しますが、少額のもの
については、取得時に、その取得価額の全額を損金（必要経費）に算入することが認めら
れています。

上記１に該当する者の場合には、取得価額３０万円未満の減価償却資産が対象となりま
す。 この場合、年間の少額減価償却資産の取得価額の合計額は３００万円を限度とします。 の場合、年間の少額減価償却資産の取得価額の合計額は 万円を限度としま
す。

３．特例の効果

方法 特例の場合 通常の場合

＜期首に林業用機械１基を２０万円で購入するとした場合のその年度における効果＞

特例の効果

（注） 上記１に該当しない者の場合には、取得価額１０万円未満の減価償却資産が対象となります。

方法 特例の場合 通常の場合

２０万円（全額） ２０×０.６２５＝１２.５万円損金経理できる
金額

特例の効果

７.５万円
（２５０％定率法・法定耐用年数４年）

お問い合わせ先 林野庁企画課税制班
（代表）０３-３５０２-８１１１
（ダイヤルイン） ０３-３５０２-８０３７


